
令和４年１０月

大 牟 田 市 長

「大牟田市災害時要配慮者名簿」の提供に関する同意確認について

大牟田市では、災害発生時に自分で避難することが困難で、特に

支援を要する人を把握するため、大牟田市災害時要配慮者名簿（以

下、「名簿」という。）を作成しています。（災害対策基本法第４９条関係）

本通知が届いている人は、災害時要配慮者に該当していることか

ら、氏名等が名簿に掲載されており、災害時には名簿を活用した避

難支援等が行われる場合があります。

つきましては、平時からの名簿提供・避難計画の作成等および災

害発生時の避難行動支援を希望するかの確認について、同封の「大

牟田市災害時要配慮者名簿提供の同意確認について」を記入のうえ、

令和４年１１月１５日（火）までに、同封の返信用封筒にて大牟田

市役所（防災危機管理室）あてにご返送いただきますようお願いし

ます。

※避難支援等関係者（名簿を提供する関係者、関係団体）

①大牟田市消防団 ②大牟田警察署 ③民生委員・児童委員

④大牟田市社会福祉協議会 ⑤自主防災組織その他の避難支援等関係者

【問い合わせ先】

大牟田市役所 防災危機管理室

電 話：0944-41-2894 ＦＡＸ：0944-41-2893

E-mail：e-bousaikk01@city.omuta.fukuoka.jp



大牟田市災害時要配慮者名簿提供の同意確認について

（ア）平時から避難計画を作成しておき、
   災害時は避難支援をしてほしい場合

（イ）災害発生時にのみ、
   安否確認などをしてほしい場合

● 注意事項

●「災害時要配慮者名簿提供に関する同意書」の回答について

 災害時は、避難支援等をする予定の人（避難支援等関係者）も被災する場合
などがあり、必ずしも避難支援ができるとは限りません。
 日頃から、ご自身でも災害に備えていただき、地域や近隣の人と積極的に繋
がりを持つことで、災害時に助け合える関係づくりの構築に務めていただきま
すようお願いいたします。

 大牟田市では、災害時要配慮者(※)の避難計画の作成補助や避難支援等を推進
する取り組みを行っております。

 
　令和４年１１月１５日（火）までに色のついた紙を
　　同封の返信用封筒にて大牟田市役所までご返送ください。

（※）「災害時要配慮者」とは、次のいずれかに該当する人です

 ①要介護認定３～５ ②身体障害１、２級
 ③精神障害１級 ④療育手帳Ａ

⑤上記の①∼④に準ずる心身の状態で一人での避難に大きな心配がある

１．災害時に支援が必要な場合

⇒「☑希望します」
  にチェックを入れて次へ進みます。

⇒「☑同意します」
  にチェックを入れて裏面進みます。

⇒「☑同意しません」
  にチェックを入れて終了です。

別紙

✔

２．自宅が安全な地域にある場合など、
  支援の必要が無い場合

✔⇒「☑希望しません」
  にチェックを入れて終了です。


